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第Ⅲ部 平成２１年度における紛争処理の状況 

第１章 紛争処理の概況 

 

当委員会は、次の４つの機能を有している。 

① 電気通信事業者間の紛争を解決するためのあっせん・仲裁 

② 無線局を開設し又は無線局の周波数等を変更しようとする者と既設

の無線局の免許人等との間の紛争を解決するためのあっせん・仲裁 

③ 総務大臣が行う行政処分についての諮問に対する審議・答申 

④ その権限に属された事項に関し、必要なルール整備等について総務大

臣に対する勧告 

  また、事務局に「電気通信事業者」相談窓口を設け、接続その他電気通信事

業者間のトラブル等に関する問合せ・相談等に対応している。 

  平成２１年度に行ったこれらの紛争処理の状況は、次のとおりである。 

  なお、委員会発足以来の紛争処理件数は【資料６】、紛争処理事例の内容別

一覧は【資料７】のとおりである。 

 

１ 平成２１年度における紛争処理件数 

  平成２１年度に委員会が受け付けたあっせんの申請は３件であった。そのう

ち、あっせんをしないものとした事件が１件、あっせんにより解決した事件が

１件、申請が取り下げられた事件が１件であった。また、総務大臣から諮問を

受け答申を行った事案が１件であった。 

電気通信事業紛争処理委員会による紛争処理件数（平成２１年度） 
あっせん申請 処理終了 処 理 中 

３ ３ ０ 
 （あっせん不実行 １） 

（あっせん打切  ０） 
（解決      １） 
（申請取下げ   １） 

 

   
仲裁申請 処理終了 処 理 中 

０ ０ 
（仲裁判断    ０） 

０ 

 
諮 問 答 申 審 議 中 

１ １ ０ 
 

勧 告  
０  
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２ あっせん・仲裁 

(1) あっせん 

委員会が行ったあっせんの申請に係る事件の処理の経過概況は、次の表の

とおりである。 

３件のあっせん事件のうち１件は、あっせん手続の結果解決した。また、

１件は、あっせん申請の後、当事者同士の協議が再開され、双方合意に達す

ることができたため、取り下げられた。残る１件は、相手方からあっせんに

応ずる考えはない旨の通知を受けたため、あっせんをしないものとした。 

 

事 件 申 請 処 理 終 了 
終 了 

事 由 

平成 21 年(争)第 1 号 平成 21 年 9 月 15 日 平成 22 年 1 月 21 日 解決 

平成 21 年(争)第 2 号 平成 21 年 10 月 27 日 平成 22 年 1 月 14 日 取下げ 

平成 21 年(争)第 3 号 平成 21 年 12 月 28 日 平成 22 年 1 月 15 日 不実行 

 

(2) 仲裁 

平成２１年度中、仲裁事件はなかった。 

 

２ 総務大臣への答申 

平成２１年度中、総務大臣から業務改善命令に関する諮問が１件あった。委

員会は、諮問について審議を行い総務大臣への答申を行った。 

 

事 案 諮 問 答 申 

諮問第７号 平成 22 年 1 月 28 日 平成 22 年 2 月 4 日 

 

３ 総務大臣への勧告 

平成２１年度中、総務大臣への勧告はなかった。 

 

４ 「電気通信事業者」相談窓口における相談等 

(1) 平成２１年度における相談件数  

「電気通信事業者」相談窓口において、平成２１年度に５７件の相談、問

い合わせ等を受けた。相談内容ごとの受付件数は、次のとおりであり、接続

の諾否に関する相談が２２件と３割以上を占めている。 
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相 談 内 容 受 付 件 数 

ア 接続の諾否 ２２件 

イ 接続に関する費用負担 １２件 

ウ 卸役務の提供 １０件 

エ 土地の利用 ３件 

オ その他 １０件 

計 ５７件 

  

(2) 主な相談内容  

 

ア 接続の諾否 

中継ダークファイバとの接続について相談があり、その後、あっせん申

請に至った（第Ⅲ部第２章 １を参照）。 

 

イ 接続に関する費用負担 

債権保全措置について相談があり、その後、あっせん申請に至った（第

Ⅲ部第２章 ２を参照）。 

 

ウ 卸役務の提供 

卸役務の提供を受けようと、事業者間で協議を行ったが、その料金につ

いて協議が難航しているとの相談がＭＶＮＯからあった。 

 

エ 土地の利用 

他の電気通信事業者の土地の利用について、その占用料の支払いを巡っ

て協議が難航しているとの相談があった。 

  

オ その他 

  ローミング契約に関する費用負担について相談があった。 

 



白紙 
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第２章 あっせん事件の処理状況 

 

１ 平成２１年９月１５日申請事例（電気通信事業紛争処理委員会平成２１年

９月１６日（争）第１号）（接続の諾否に関するあっせん申請） 

 

(1) 経過 

平成２１年 ９月１５日  関西ブロードバンド株式会社（以下「関西ＢＢ」

という。）、あっせんの申請（⇒（２）） 

９月１６日  西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」

という。）に対し、あっせんの申請があった旨通

知 

９月１８日  あっせん委員（龍岡委員長、坂庭委員長代理、

尾畑委員、富沢委員及び渕上委員）指名  

１０月１３日  ＮＴＴ西日本、答弁書提出（⇒（３）） 

１０月２１日  両当事者より意見の聴取 

１１月１３日 両当事者より意見の聴取 

１１月３０日 あっせん委員（白井特別委員）追加指名 

１２月１６、１７日 ＮＴＴ西日本局舎立入り調査 

平成２２年 １月２０日 両当事者より意見の聴取  

               あっせん案の提示 （⇒（４）） 

               関西ＢＢがあっせん案を受諾  

１月２１日 ＮＴＴ西日本があっせん案を受諾  

あっせん終了  

 

(2) 申請における主な主張 

ア ＮＴＴ西日本が確保している中継光ファイバの開放について 

(ｱ) 関西ＢＢは、地方公共団体から受注した条件不利地域における情報通

信基盤整備のため、ＮＴＴ西日本の中継光ファイバの６区間において中

継光ファイバの利用を希望しているが、いずれの区間も開示情報がラン

ク｢Ｄ（空き芯線がない）｣となっている。他方、当該地方公共団体の案

件に、ＮＴＴ西日本も応札しており、当該区間においてＮＴＴ西日本が

確保している中継光ファイバの開放についてあっせんを求める。 

(ｲ) あわせて、公正な競争条件の確保の観点から他の案件においても事前

確保されている中継光ファイバの開放についてあっせんを求める。 
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イ 中継光ファイバの空き状況の情報開示及び当該基準の運用について 

(ｱ) ＮＴＴ西日本が受注した地方公共団体の案件において、各地方公共団

体への企画提案説明の前後で、中継光ファイバの空き状況がランク変更

されており、当該ランク変更に関する事実関係の開示について、あっせ

んを求める。 

(ｲ) また、中継光ファイバの空き状況の分類基準の具体的かつ詳細な開示

（予備用芯線に係る確保の基準の開示などを含む）及び当該基準の客観

的に透明性のある運用の実施（ＤＦの公開情報の更新手続きの透明性の

確保などを含む）について、あっせんを求める。 

 

(3) 答弁書における主な主張 

ア ＮＴＴ西日本が確保している中継光ファイバの開放について 

(ｱ) 関西ＢＢが利用を希望している６区間について、既設の多重伝送路上

に中継回線を確保する予定であった。  

   (ｲ) 中継光ファイバの確保については、他事業者と同一の手続きにより、

実施しており、当社が一旦確保した芯線についても需要計画を適宜見直

すこと等の結果、不要になった場合には、速やかに開放している。 

 

イ 中継光ファイバの運用について  

(ｱ) ランク変更を行った区間においては、新たに利用が見込まれなくなっ

た芯線を開放し、適正に情報開示の変更を実施したもの。 

(ｲ) 光ケーブルの保守に必要となる芯線を確保した上で、提供可能な空き

芯線を貸し出すこととしており、その空き状況を開示している。 

 

(4) 両当事者が合意したあっせん案の概要 

ア ＮＴＴ西日本及び関西ＢＢは、あっせん申請書で記載した区間等、関西

ＢＢが中継光ファイバの利用を要望する区間のうち、利用可能な中継光フ

ァイバがない区間について、ＮＴＴ西日本の中継光ファイバの両端に設置

された多重伝送装置との接続を行う方式等により、ＮＴＴ西日本が関西Ｂ

Ｂに中継光ファイバの代替手段を提供することに関する具体的な協議を

早急に開始する。 

 また、ＮＴＴ西日本は、今後、関西ＢＢからの具体的な要望に応じて、

当該接続について検討を進めるとともに、当該接続を代替コンサルティン

グのメニュー項目に含めることについて検討を行う。 
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イ ＮＴＴ西日本は、同社利用部門が確保する中継光ファイバに関しては現

時点における利用又は利用予定の有無、また、光ケーブルの保守に必要と

なる芯線に関しては現時点における必要性の有無を改めて確認し、その結

果不要とされたものについては速やかに返納を行う（特に他事業者への中

継光ファイバ開放時から中継光ファイバの空き情報が「D」ランクの区間

については、重点的に確認。また、多重伝送装置が導入されている区間に

ついては、設備更改に合わせて、当該装置の利用を検討する等、中継光フ

ァイバの効率的利用について引き続き努力。）。 

また、他事業者が確保する中継光ファイバについても、ＮＴＴ西日本同

様の取組みを実施するよう申入れを行う。 

以上の結果の概要について、電気通信事業紛争処理委員会に報告する。 

 

ウ ＮＴＴ西日本は、同社接続約款に規定される同社の中継光ファイバとの 

 接続に関する手続き等に関し、接続をより円滑に行う観点から、中継光フ

ァイバについて、過去の空き情報の閲覧の容易化、空き情報の変更理由の

付加、空き情報の更新のタイミングの明示、光ケーブルの保守に必要とな

る芯線の確保及びその目的の明示を行うことにより、空き情報閲覧画面の

情報閲覧機能の更なる充実を図る。 

 

エ ＮＴＴ西日本は、中継光ファイバの一層の適正な管理に資するため、同 

社の中継光ファイバに関する区間毎の利用状況を管理する体制を整備し、

その整備概要について電気通信事業紛争処理委員会に報告する。 
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２ 平成２１年１０月２７日申請事例（電気通信事業紛争処理委員会平成２１

年１０月２７日（争）第２号）（接続に関する費用負担についてのあっせん申

請） 

 

(1) 経過 

平成２１年１０月２７日  有限会社ナインレイヤーズ（以下「ナインレイ

ヤーズ」という。）、あっせんの申請（⇒（２）） 

１０月２９日  西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」

という。）に対し、あっせんの申請があった旨

通知 

平成２２年  １月 ７日 ナインレイヤーズ、申請の取下げ（⇒（３））  

          １月１４日 あっせん手続の取りやめ（当事者への通知） 

 

(2) 申請における主な主張 

ナインレイヤーズは、ＮＴＴ西日本のダークファイバ及び地域ＩＰ網と自

社のネットワークを接続することにより、高知ＩＸ（インターネット接続）

サービス等を提供している。 

平成２１年５月、ＮＴＴ西日本より、ＮＴＴ西日本の接続約款第７７条の

３第１項第４号の「別に定める基準」に該当するとして、債権保全措置（新

規利用分のダークファイバについては最低利用期間（１年分）の担保、既存

利用分については４ヶ月分の担保）を求められた。 

ナインレイヤーズは、昨年より決算状況が良くなっており、当該債権保全

措置は不要と考えると主張し、ＮＴＴ西日本と協議を行ったが、ＮＴＴ西日

本より、信用調査会社の評価は開示できないとの回答を受けたこと等により、

協議が不調となったことから、当該債権保全措置の要否について、あっせん

を申請する。  

 

(3) あっせん申請取下げ 

 あっせん申請後、再度の当事者間の協議を平成２１年１１月に行い、ナイ

ンレイヤーズは、最新の財務諸表をＮＴＴ西日本に提出し、ＮＴＴ西日本は

当該財務諸表を確認後、信用評価機関へ評価の最新化を依頼した。その結果、

ＮＴＴ西日本より債権保全措置の必要がないことが確認できたとの連絡が

ナインレイヤーズにあった。このため、ナインレイヤーズは、平成２２年１

月にあっせんの申請を取り下げ、あっせんをしないこととなった。 
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３ 平成２１年１２月２８日申請事例（電気通信事業紛争処理委員会平成２１

年１２月２８日（争）第３号）（接続の諾否に関するあっせん申請） 

 

(1) 経過 

平成２１年１２月２８日  生活文化センター株式会社（以下「生活文化セ

ンター」という。）、あっせんの申請（⇒（２）） 

平成２２年 １月 ６日  株式会社ＮＴＴドコモ（以下｢ＮＴＴドコモ｣

という。）に対し、あっせんの申請があった旨

通知 

１月１２日  ＮＴＴドコモ、あっせんに応じる考えはない旨

の報告（⇒（３））  

         １月１５日 両当事者に対し、あっせんをしない旨の通知 

 

(2) 申請における主な主張 

生活文化センターはＮＴＴドコモに対し、平成２１年７月以降、レイヤ２

接続、音声接続、ＩＳＰ接続、ＳＭＳ（ショートメッセージ）等について、

各々、事前調査申込みや接続申込みを行っている。  

同年１２月に、ＮＴＴドコモより各接続について、接続拒否の連絡があり、

協議が不能となったことから、レイヤ２接続等の実現について、あっせんを

申請する。 

 

(3) あっせん不実行 

ＮＴＴドコモに対し、あっせんの申請があった旨通知したところ、ＮＴＴ

ドコモより、「生活文化センターとの間におけるＭＶＮＯの提供に係る相互

接続については、同社に対し、理由を示した上で、明確な接続拒否の回答を

しており、当該接続拒否に係る方針を変更する考えはなく、歩み寄りの余地

がないことからあっせんに応じる考えはない。」との報告が委員会にあった

ため、あっせんをしないこととなった。 
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第３章 諮問事案の処理状況 

 

平成２２年２月４日命令事例（平成２２年２月４日総基事第２１号） 

 

(1) 経過 

平成２２年 １月２８日 総務大臣、電気通信事業紛争処理委員会に諮問

（⇒（２）） 

２月 ４日 電気通信事業紛争処理委員会、総務大臣に答申 

（⇒（３）） 

総務大臣、西日本電信電話株式会社に対して業

務の改善を命令（⇒（４）） 

 

 

(2) 諮問 

平成２２年１月２８日諮問第７号（次のとおり） 

 

諮 問 書 

 

 電気通信事業法（昭和５９年法律第８６号。以下「事業法」という。）

第２９条第１項第１２号の規定に基づき、以下のとおり、業務の方法の改

善その他の措置をとることを命ずることとしたいので、事業法第１６０条

第２号の規定に基づき諮問する。  

 

記 

 

平成２１年１１月１８日、西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日

本」という。）が営業及び設備保守等の業務を委託する株式会社ＮＴＴ西

日本－兵庫（以下「ＮＴＴ西日本－兵庫」という。）において、利用者情

報を販売代理店に不適切に提供したとの報道発表がなされたことを受け、

総務省は、ＮＴＴ西日本に対して、事業法第１６６条第１項の規定に基づ

き、当該事案の事実関係、原因及び再発防止措置等について報告をさせた。  

同年１２月１７日にＮＴＴ西日本から提出された報告によれば、同年８

月から１０月にかけて、ＮＴＴ西日本の従業員が、ＮＴＴ西日本が他の電

気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して入手した他社への 
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電話番号移転に関する情報をＮＴＴ西日本－兵庫の従業員に提供し、次い

で、ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員が、同情報を、ＮＴＴ西日本が他の電気

通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して入手した他社のＤＳ

Ｌ役務利用に関する情報とともに、販売代理店に提供した事実が判明し

た。 

また、ＮＴＴ西日本が同様に業務を委託する株式会社ＮＴＴ西日本－北

陸（以下「ＮＴＴ西日本－北陸」という。）においても、同年４月から１

１月にかけて、ＮＴＴ西日本－北陸の従業員が、ＮＴＴ西日本が他の電気

通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して入手した他社のＤＳ

Ｌ役務利用に関する情報を販売代理店に提供した事実が判明した。  

今般、ＮＴＴ西日本の従業員が他社への電話番号移転に関する情報をＮ

ＴＴ西日本－兵庫の従業員に提供した行為は、事業法第３０条第３項第１

号に抵触するものと認められる。また、ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員が他

社への電話番号移転に関する情報及び他社のＤＳＬ役務利用に関する情

報を、ＮＴＴ西日本－北陸の従業員が他社のＤＳＬ役務利用に関する情報

をそれぞれ販売代理店に提供した行為は、ＮＴＴ西日本が接続の業務に関

して入手した他の電気通信事業者の利用者に関する情報を接続の業務の

目的以外の目的のために提供するものであり、電気通信事業者間の公正な

競争を阻害するおそれがあるものであると認められる。  

報告によれば、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴ西日本－兵庫及びＮＴＴ西日本－

北陸において、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関し

て知り得た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報（以下

「他の事業者等に関する情報」という。）を提供した行為は、顧客情報管

理システムにおいて、他の事業者等に関する情報を取り出す権限の付与が

業務上当該情報を必要とする者に限定されておらず、また、自社が提供す

る役務の営業活動を行う部署において、他の事業者等に関する情報が取り

扱われる等の要因によるものと認められる。  

今回事案の発生を受け、ＮＴＴ西日本からは、顧客情報管理システム端

末から他の事業者等に関する情報を取り出すことを不可能とするなどの

措置を講ずる旨報告がなされているが、他の事業者等に関する情報の閲覧

が当該情報を必要とする業務以外の業務においても可能なままとなって

いること、自社が提供する役務の営業活動を行う部署において、他の事業

者等に関する情報が取り扱われる体制となっていること等により、依然と

して、今回の事案と同様の事案が発生し、電気通信事業者間の公正な競争

が阻害され、電気通信の健全な発達に支障を生ずるおそれがあり、事業法
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第２９条第１項第１２号に抵触するものと認められる。  

以上より、事業法第２９条第１項第１２号の規定に基づき、別紙のとお

り業務の方法の改善その他の措置をとることを命ずることとしたい。 

 

別 紙 

 

１ 他の事業者等に関する情報について、閲覧及び取出しの対象となる情

報が、業務上必要な範囲にとどまるよう顧客情報管理システムを見直す

こと  

 

２ 顧客からの問い合わせ・注文対応等、他の事業者等に関する情報を個

別に取り扱うものであって、当該情報を取り扱うことについて合理的な

理由が認められる場合を除き、他の事業者等に関する情報を自社が提供

する役務の営業に係る一切の行為から隔絶させるために必要な措置を

講ずることとし、特に、自社が提供する役務の営業に携わる部門におい

て、他の事業者等に関する情報が取り扱われない体制を構築すること 

  

３ 他の事業者等に関する情報の適正な取扱いを確保するための社内規程

等について検証し、規程の再整備等所要の措置を講ずるなど、法令等の

遵守が徹底される体制をＮＴＴ西日本において構築し、また、ＮＴＴ西

日本が他の事業者等に関する情報の取扱いに係る業務の委託を行う会

社（以下「地域子会社等」という。）において構築させること  

 

４ 他の事業者等に関する情報の不適切な取扱いがあった場合に、これを

迅速に把握し、是正するため、ＮＴＴ西日本及び地域子会社等による自

主点検の拡充、ＮＴＴ西日本による地域子会社等への監査の実施を含む

実効的な監査・監督体制を構築すること  

 

５ 以上につき、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を業務の改

善命令を行った 1 ヶ月後までに総務省に提出し、以後、業務改善計画の

実施及び改善状況をとりまとめ、平成２４年３月までの間、３カ月ごと

に総務省に報告すること 

 

 

 



第Ⅲ部 平成２１年度における紛争処理の状況 

53 

(3) 答申 

平成２２年２月４日電委第１９号（次のとおり） 

 

答申書 

 

 平成２２年１月２８日付け諮問第７号をもって諮問された事案につい

て、審議の結果、下記のとおり答申する。 

 

記 

 

 西日本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ西日本」という。）に対し諮問

の趣旨により業務の改善を命ずることは、適当である。 

 ただし、命令に当たっては、以下の点に留意されたい。 

１ ＮＴＴ西日本が他の電気通信事業者の電気通信設備との接続が利用

者の利便の向上及び電気通信の総合的かつ合理的な発達に欠くことの

できない電気通信設備を設置する電気通信事業者であることにかんが

み、ＮＴＴ西日本がその立場を十分に認識しつつ命令を確実に履行する

よう注視すべきこと。 

２ ＮＴＴ西日本及び地域子会社等における「法令等の遵守が徹底される

体制の構築」として講じさせる措置については、次のとおりとされるべ

きこと。 

① 社内における業務分掌等の観点からも必要かつ十分な措置である

こと。 

② 客観的な検証可能性に配意しつつ講じられること。 

 

(4) 命令 

西日本電信電話株式会社あて平成２２年２月４日総基事第２１号（次のとおり）  

 

業務の改善等について（命令） 

 

平成２１年１１月１８日、貴社が営業及び設備保守等の業務を委託する

株式会社ＮＴＴ西日本－兵庫（以下「ＮＴＴ西日本－兵庫」という。）に

おいて、利用者情報を販売代理店に不適切に提供したとの報道発表がなさ

れたことを受け、総務省は、貴社に対して、電気通信事業法（昭和５９年

法律第８６号。以下「事業法」という。）第１６６条第１項の規定に基づ 
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き、当該事案の事実関係、原因及び再発防止措置等について報告をさせた。 

同年１２月１７日に貴社から提出された報告によれば、同年８月から１

０月にかけて、貴社の従業員が、貴社が他の電気通信事業者の電気通信設

備との接続の業務に関して入手した他社への電話番号移転に関する情報

をＮＴＴ西日本－兵庫の従業員に提供し、次いで、ＮＴＴ西日本－兵庫の

従業員が、同情報を、貴社が他の電気通信事業者の電気通信設備との接続

の業務に関して入手した他社のＤＳＬ役務利用に関する情報とともに、販

売代理店に提供した事実が判明した。 

また、貴社が同様に業務を委託する株式会社ＮＴＴ西日本－北陸（以下

「ＮＴＴ西日本－北陸」という。）においても、同年４月から１１月にか

けて、ＮＴＴ西日本－北陸の従業員が、貴社が他の電気通信事業者の電気

通信設備との接続の業務に関して入手した他社のＤＳＬ役務利用に関す

る情報を販売代理店に提供した事実が判明した。 

今般、貴社の従業員が他社への電話番号移転に関する情報をＮＴＴ西日

本－兵庫の従業員に提供した行為は、事業法第３０条第３項第１号に抵触

するものと認められる。また、ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員が他社への電

話番号移転に関する情報及び他社のＤＳＬ役務利用に関する情報を、ＮＴ

Ｔ西日本－北陸の従業員が他社のＤＳＬ役務利用に関する情報をそれぞ

れ販売代理店に提供した行為は、貴社が接続の業務に関して入手した他の

電気通信事業者の利用者に関する情報を接続の業務の目的以外の目的の

ために提供するものであり、電気通信事業者間の公正な競争を阻害するお

それがあるものであると認められる。 

報告によれば、貴社、ＮＴＴ西日本－兵庫及びＮＴＴ西日本－北陸にお

いて、他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得

た当該他の電気通信事業者及びその利用者に関する情報（以下「他の事業

者等に関する情報」という。）を提供した行為は、顧客情報管理システム

において、他の事業者等に関する情報を取り出す権限の付与が業務上当該

情報を必要とする者に限定されておらず、また、自社が提供する役務の営

業活動を行う部署において、他の事業者等に関する情報が取り扱われる等

の要因によるものと認められる。 

今回事案の発生を受け、貴社からは、顧客情報管理システム端末から他

の事業者等に関する情報を取り出すことを不可能とするなどの措置を講

ずる旨報告がなされているが、他の事業者等に関する情報の閲覧が当該情

報を必要とする業務以外の業務においても可能なままとなっていること、

自社が提供する役務の営業活動を行う部署において、他の事業者等に関す
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る情報が取り扱われる体制となっていること等により、依然として、今回

の事案と同様の事案が発生し、電気通信事業者間の公正な競争が阻害さ

れ、電気通信の健全な発達に支障を生ずるおそれがあり、事業法第２９条

第１項第１２号に抵触するものと認められる。 

以上より、事業法第２９条第１項第１２号の規定に基づき、別紙のとお

り業務の方法の改善その他の措置をとることを命ずる。 

なお、この処分の取消しを求める訴訟を提起する場合は、この処分があ

った日の翌日から起算して６か月以内に、国を被告として処分の取消しの

訴えを提起することができる。 

 

 

別 紙 

 

 

１ 他の事業者等に関する情報について、閲覧及び取出しの対象となる情

報が、業務上必要な範囲にとどまるよう顧客情報管理システムを見直す

こと 

 

２ 顧客からの問い合わせ・注文対応等、他の事業者等に関する情報を個

別に取り扱うものであって、当該情報を取り扱うことについて合理的な

理由が認められる場合を除き、他の事業者等に関する情報を自社が提供

する役務の営業に係る一切の行為から隔絶させるために必要な措置を

講ずることとし、特に、自社が提供する役務の営業に携わる部門におい

て、他の事業者等に関する情報が取り扱われない体制を構築すること 

 

３ 他の事業者等に関する情報の適正な取扱いを確保するための社内規

程等について検証し、規程の再整備等所要の措置を講ずるなど、法令等

の遵守が徹底される体制を貴社において構築し、また、貴社が他の事業

者等に関する情報の取扱いに係る業務の委託を行う会社（以下「地域子

会社等」という。）において構築させること 

 

４ 他の事業者等に関する情報の不適切な取扱いがあった場合に、これを

迅速に把握し、是正するため、貴社及び地域子会社等による自主点検の

拡充、貴社による地域子会社等への監査の実施を含む実効的な監査・監

督体制を構築すること 
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５ 以上につき、具体策及び実施時期を明記した業務改善計画を平成２２

年３月４日までに総務省に提出し、以後、業務改善計画の実施及び改善

状況をとりまとめ、平成２４年３月までの間、３カ月ごとに総務省に報

告すること 

 

 

 


